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  令和６年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

令和12年3月31日令和7年4月1日

料金制導入区分 使用料 （収納委託）労働者協同組合　ワーカーズコープ・センター事業団

～

管理業務
の状況

作業内容

館内の清掃
給排水・冷暖房・電気設備・遊具等の点検

防火管理者による点検
外灯・雨水排水設備、敷地内美観保持、冬季の排除雪等

施設所管課

消防設備点検

長期休暇早朝延長保育（全クラブ共通）

R5年度実績

延べ利用者数
（Ｒ6）

日 4,782
一日あたり
利用者数

設置目的
地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第1項及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の8
の規定により、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に適切な遊び及び生活の場を与え、家庭的な指導を
行うことにより、児童の健全な育成を図るため、児童クラブを設置する。

前年度比

77.7

利用区分等

利用児童

役職等（職務内容）

常勤

協定内容に沿った適切な事業運営・施設管理が行われている。
数多くの児童が安心・安全に過ごせるよう保護者、学校、市役所と連携がとれている。

R6年度実績

19250

職員の
配置状況

開館日数

参加者数開催日時

設定目標値

-

達成率

施設の
利用状況

自主事業
の状況

利用者のニーズに応える平日延長保育もおこなっていただいた。
引続き各施設ごと利用児童が楽しめるイベント（ものづくりやレクリエーションなど）を行って
ほしい。

事業・イベント名（内容）

平日延長保育（全クラブ共通）

5年間

野澤（1836）

(1)　児童クラブの利用許可に関する業務
(2)　施設、設備等の維持管理に関する業務
　ア　建物等安全管理業務
　イ　建物等清掃業務
　ウ　日常点検及び定期点検
　エ　消防設備点検業務
　オ　設備等保守業務
　カ　外構管理業務
　キ　施設・設備修繕業務
(3)　施設の運営に関する業務
　ア　入所の手続に関する業務
　イ　児童の保育及び健全育成に関すること。
　ウ　児童の安全管理に関すること。
　エ　地域との連携に関すること。
　オ　その他の業務
(4)　前３号に掲げるもののほか、太郎の家の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員
会のみの権限に属する業務を除く業務
(5)　指定管理者に付帯する業務
(6)　自主事業			

上田市東塩田児童クラブ

作業項目 回数 実施日 実施状況

日常清掃 1日1回 毎日 職員が適宜、床掃除や消毒、トイレ掃除等を実施

教育委員会 学校教育課 担当者（内線）

指定管理者が
行う業務内容

施設名称

指定管理者名

指定管理期間

日常点検 1日1回 毎日 開所時・開所時に点検

1日1回 毎日 資格所有職員が開所時に目視にて確認

外構管理 1日1回 毎日 開所時に職員が点検、降雪時は職員と児童で除雪

4

1

実績計画

1

4非常勤


